
□
□
□
□
□

本　　　 所
東　支　所
上甑島支所
下 甑 支 所
市　役　所

百次町1090 番地１
入来町副田 6029 番地１
上甑町中甑 481番地１
下甑町手打955 番地３
本庁高齢・介護福祉課高齢者福祉グループ　 （23）5111 （内線 2673･2674）　

（20）5819　 （20）6064　（担当地域＝川内・樋脇・東郷）
（44）3780　 （44）3770　（担当地域＝入来・祁答院）
（２）1185
（５）1510　

【問合先　薩摩川内市シルバー人材センター・市役所】

老齢基礎年金の
資格期間として

老齢基礎年金額
の計算は　　　

万一の障害年金・
遺族年金の保障は

後から保険料を納めたい
ときの追納期間　　　　

全 額 免 除

認められます

１／２として計算

あります

１０年以内なら追納できます
４ 分 の ３ 免 除 ５／８として計算

１０年以内なら、一部免除部分
を追納できます半 額 免 除 ３／４として計算

４ 分 の １ 免 除 ７／８として計算
納 付 猶 予

計算されません
１０年以内なら追納できます

学 生 納 付 特 例

未 　 　 　 　 納 認められません ありません 2年を過ぎると納付できません
※下記「後納制度」を継続中

（表２）

雨どいの掃除
（１階のみ）

植木の手入れ
（剪定）

せん　てい

宛名書き
洗濯

家具などの移動
（同じフロアのみ）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
は

　

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
高
齢
者
が
、
生
き
が

い
の
充
実
と
健
康
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
豊

か
な
知
識
、
経
験
、
技
能
を
生
か
し
、
地
域
社
会

に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
団
体
で
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
高
齢
者
に
適
し
た
臨
時
的

か
つ
短
期
的
な
仕
事
や
一
定
の
軽
易
な
仕
事
を
引

き
受
け
て
い
ま
す
。（
下
図
参
照
）

■
会
員
募
集

　

薩
摩
川
内
市
民
で
あ
り
、
原
則
60
歳
以
上
の
働

く
意
欲
の
あ
る
方
な
ら
、
ど
な
た
で
も
会
員
に
な

れ
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
同
セ
ン
タ
ー
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
年
会
費
１
５
０
０
円
が
必
要
で
す
。

・仕事の提供
・配当金（注）の支払い
・各種講習会

（注）会員の就業に対する「対価・報酬」を配当金といいます。

センターへの
会員登録

・仕事の発注
・契約金の
  支払い・見積

・契約
・仕事の完了確認

仕事の実施

シルバー人材センター

発注者会　員
原則 60歳以上の健康で
働く意欲のある方（  　　　　 ） 企業・一般家庭・

公共団体　など（　　　　）

こんな仕事を引き受けていますこんな仕事を引き受けています

シルバー人材センターを
ご利用ください
シルバー人材センターを
ご利用ください

▶ 本年１月１日以降に本市に転入した方は、前住所地での
所得証明書

【受付窓口・問合先】＝
▶  本庁保険年金課国民年金Ｇ（内線２８２１）または各支所
地域振興課市民生活Ｇ（鹿島支所は市民福祉Ｇ）
▶  川内年金事務所
(22) ５２７６

知って安心！
国民年金保険料の免除・納付猶予制度

　

国
民
年
金
は
、
国
内
に
住
所
の
あ
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の
人
が
加

入
す
る
制
度
で
す
。
老
後
の
生
活
や
万

が
一
の
事
態
に
備
え
、
保
険
料
を
出
し

合
い
、
お
互
い
を
支
え
合
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

失
業
な
ど
の
経
済
的
な
理
由
で
、
国

民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が

免
除
さ
れ
る｢

保
険
料
免
除
制
度｣

が
利

用
で
き
ま
す
。

　

免
除
の
申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
、
保

険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
納
付
義
務

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
保
険
料
額
は
左
表
１

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
免
除
の
該
当

区
分
に
つ
い
て
は
、
本
人
・
配
偶
者
お

よ
び
世
帯
主
の
所
得
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
合
先
で
確
認

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
免
除
・　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

納
付
猶
予
制
度

　

大
き
く
分
け
て
３
つ
の
制
度
が
あ

り
、
対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
学
生
納
付
特
例
制
度
＝
学
生
の
方

② 

全
額
免
除
・
一
部
納
付（
免
除
）制
度

＝
①
に
該
当
し
な
い
方

③ 

納
付
猶
予
制
度
＝
30
歳
未
満
で
、
本

人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
方

＊ 

本
年
７
月
か
ら
、
対
象
者
が
50
歳
未

満
ま
で
拡
充
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ
と
…

● 

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
が
受
給
で
き

な
か
っ
た
り
、
受
給
で
き
て
も
金
額

が
少
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

● 

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が

生
じ
た
際
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

● 

一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
も
、
残

り
の
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
、
未

納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

＊ 

詳
し
く
は
、
下
表
２
を
参
照
く
だ
さ

い
。

● 

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
し
な

か
っ
た
場
合
は
、原
則
２
年
間
し
か
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

＊ 

免
除
・
猶
予
制
度
を
利
用
し
た
場
合

は
、
最
大
10
年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
追

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、

３
年
目
か
ら
、
当
時
の
保
険
料
に
加

算
金
が
付
き
ま
す
。

平成 28年度保険料 （月額）

全額免除の場合 0円

４分の３免除の場合 4,070 円

半額免除の場合 8,130 円

４分の１免除の場合 12,200 円

免除を受けなかった場合 16,260 円

＊下表 2も参照ください。

（表１）

保険料の納付期限から２年を経過していない期間
（申請時から２年１カ月前までの期間）も、さかの
ぼって免除の申請ができます。

※ 平成 30 年９月 30 日までは、納め忘れの国民年金保険
料を、５年間さかのぼって納付できる｢後納制度｣が利用
できます。後納保険料の納付には事前に申し込みが必要
ですので、最寄りの年金事務所に問い合わせください。

【免除などの申請期間】＝平成 28 年度分
７月１日～平成 29 年６月末日
＊学生納付特例は、４月１日～平成 29 年３月末日
【免除などの申請に必要なもの】＝
▶  印鑑（スタンプ印を除く）、年金手帳、身分証（運転免許
証など）
▶ 学生の方は、学生証の写し、または在学証明書（原本）
▶ 平成27年３月31日以降に離職した方は、離職票の写し、
または雇用保険受給資格者証の写し
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